
 

港区立港南中学校PTA規約 
 
第一章　総則 
(名称) 
第１条　本会は港区立港南中学校ＰＴＡ(以下、港南中学校ＰＴＡと称
す) と称する。 
(設立日) 
第１条の２　本会の設立日は、昭和38年5月11日とする。 
(所在地) 
第１条の３　本会（事務局含む）を港区立港南中学校(以下、港南中
学校と称す)東京都港区港南四丁目三番三号に置く。 
(目的) 
第２条　本会は、学校、家庭、地域社会の連携を促し、生徒の健やか

な成長と幸せな未来を育むことを目的とする。 
 

第二章　会員および入退会 
(会員) 
第３条　本会は保護者と教職員を会員とする任意団体である。 
２.　（加入および退会) 
港南中学校生徒の保護者は港南中学校ＰＴＡに加入するものとす

る。但し退会を希望する者は別に定める「退会届」を提出することに

よってできるものとする。 
 

第三章　方針および活動 
(方針) 
第４条　本会は次に定める方針に従って活動する。 

(1) 学校の人事や管理に対する強制力を持たない。 
(2) 特定の政党や宗教との関係を持たない。 
(3) 営利を目的とした活動を行わない。 

(活動) 
第５条　本会は以下の機能を担う。 

(1) 生徒と学校の関わりを支援する。 
(2) 家庭と学校の関わりを支援する。 
(3) 地域社会と学校の関わりを支援する。 
２．これらの機能は下記の活動により定義される。 
(1) ＰＴＡ行事の実施および協力。　　　 
(2) 活動のための会議の開催とＰＴＡ活動内容の周知。 
(3) ＰＴＡ会費の適正な管理。 
(4) 同好会の設置や講演会・講習会などの開催。 
(5) 校外活動。 
(6) 広報活動。 
(7) 他港区立中学校ＰＴＡとの連携。 
(8) その他必要な諸活動。 
 

第四章　組織 
第６条　本会には会務運営のために本部と委員会を設置する。 

(1) 本部 
(2) 委員会 
ア 会計監査委員会 
イ 卒業対策委員会 
ウ 特別委員会 
 

第五章　本部役員および活動 
(役職および構成) 
第７条　本部は次の役員で構成される。 

(1) 代表役員    ４名以上(内教職員1名)  
(2) 総務    3名以上(内教職員1名) 
(3) 会計    3名以上(内教職員1名) 

(業務) 
第８条　本部役員の業務は次のとおりとする。 

(1) 代表役員はそれぞれ本会を代表し、次の業務を行う。 
ア 本会の準備・通知を行い、本部並びに関係者との連携を図
る。 
イ 地域、行政等関係組織との連携を図る。 

(2) 総務は次の業務を行う。 
ア 本会の定例会だより・総会資料等の作成。 
イ 本会の活動に関する記録並びに関係書類・データの保管。 
ウ 本会の運営を円滑に行うための各種事務並びに本会が有す
る備品の管理。 

(3) 会計は次の業務を行う。 
ア 総会で決定した予算に基づいた収支管理。 
イ 決算報告、予算案の作成。 
ウ 現金の出納および帳簿の作成を含む経理業務。 

(任期) 
第９条　役員の任期は1年とする。 

(1) 再任はこれを妨げない。 
(2) 補欠として就任した本部役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 
(3) 本部役員の兼任は認めない。 

(選出) 
第１０条　本部役員は会員の推薦（自己推薦を含む）を受け、総会の

承認を経て選出される。なお、教職員の選出は、学校に一任する。 
 

第六章　会計監査委員会 
(会計監査委員会) 
第１１条　本会の会計を監査するために、会計監査委員を2名置く。 
(業務) 
第１２条　会計監査を中学校の学期ごとに実施し、報告を行う。 
(任期) 
第１３条　委員の任期は1年とする。 
(選出) 
第１４条　委員の選出方法は本部役員選出方法に準ずる。 
 

第七章　卒業対策委員会 
(卒業対策委員会) 
第１５条　卒業対策委員会は、港南中学校を卒業する見込みの生徒

の保護者等が、生徒の卒業に伴い実施する各種事業を円滑に進め

ることを目的とする。 
(事業) 
第１６条　卒業対策委員会は、次の事業を実施する。 

 (1) 卒業記念アルバム作成に制作に関する業務 
 (2) 卒業を祝う会等に関する事業 
 (3) 記念品等の準備に関する事業 
 (4) その他卒業にあたり実施する事業 

(役員) 
 第１７条　卒業対策委員会の役員は、次のとおりとし、役割等は卒業
対策委員会会則に準ずる。 

(1) 委員長 　 1名 
(2) 書記　　　1名以上 
(3) 会計　　　1名以上 

(経費) 
 第１８条　卒業対策委員会の事業は、次の経費により実施する。 

(1) 会費 
(2) 区補助金 
(3) その他 
 
第八章　特別委員会 
(特別委員会)  
第１９条　必要のある場合は、定例会の決議により特別委員会を置く

ことができる。 
 



第九章　会議 
(会議)  
第２０条　本会の会議は次のとおりとする。 

(1) 総会 
(2) 定例会 
(3) その他必要だと総会、定例会で認められた会議 

(総会)  
第２１条　総会は全会員で構成される本会最高の決定機関であり、

次のとおりとする。 
(1) 総会は毎年度当初に開催する。  
(2) 臨時総会は定例会が必要と認めた場合、もしくは会員の三分の
一以上の要求があった場合に開催する。 

(総会の決議事項) 
第２２条　総会に付議する事項は次のとおりとする。 

(1) 港区立港南中学校ＰＴＡ規約の改定 
(2) 本部役員の承認 
(3) 会計監査委員の承認 
(4) 予算・決算の承認 
(5) 重要な会務活動の承認 
(6) 定例会で決定できない重要な事項 

(総会の決議) 
第２３条　総会の決議は、出席者の過半数の同意を得て成立する。 
(定例会) 
第２４条　定例会は総会に次ぐ議決機関であり、代表役員の招集に

よって開催される。 
２. 定例会は会員に公開される。 
(定例会の構成)  
第２５条　定例会の構成は次のとおりとする。 

(1) 本部役員 
(2) 会計監査委員 
２. 議決権は本部役員が持つ。 
３. 本部役員が議案の利害関係者となる場合、当該本部役員の議決
権はないものとする。 
(定例会の審議、執行事項) 
第２６条　定例会は、総会に提出する議案の審議調整、総会の決議

に基づく会務執行を行う。 
(定例会の決議) 
第２７条　定例会の決議は定例会議決権を持つ者の出席者の過半

数を以て承認される。 
 
第十章　会計 
(収入) 
第２８条　本会の経費は、会費、その他の収入による。(資産の使途)
第２９条　本会の資産は第２条の目的以外のことに使用してはならな

い。 
(会費) 
第３０条　本会の会費は、一世帯につき規定の額を徴収する。ただ

し、やむを得ない事情があり、会費の徴収が困難な場合には、本部

はその旨を定例会に報告し、定例会ではその減免措置などについて

協議し、決定する。 
(会計年度) 

第３１条　本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ
る。 
(予算) 
第３２条　予算は本部が原案を作成し、総会で報告され、承認を得な

ければならない。 
(決算) 
第３３条　決算は総会で報告され、承認を得なければならない。 
(規定) 
第３４条　第２８条から第３３条に定めるもののほか、会計に関して必

要な事項は、港区立港南中学校ＰＴＡ会計規程で定める。 
 

第十一章　雑則 
(校長) 
第３５条　校長は本会が開催する全ての活動に出席して意見を述べ

ることができるが、議決権を持たない。 
(顧問) 
第３６条　本会に顧問を置くことができる。 
２.　顧問は本部役員経験者の中から定例会の指名により候補とす
る。 
３. 顧問は本人の同意を得た上で、総会で承認される。 
４. 本会が開催するすべての活動に出席して意見を述べることができ
る。 
５. 本会の決議事項における議決権を持たない。 
(相談役)  
第３７条　本会に相談役を置くことができる。 
２. 相談役は顧問の中から定例会の指名により選出される。 
３. 若干名とする。 
４. 本会の決議事項における議決権を持たない。 
５. 代表役員の指示により、本会の業務を支援する。 
６. 任期は本部役員の任期に準ずる。 
(慶弔規定) 
第３８条　本会の慶弔規程は別に定める。 
 

 附則 
(改正経過) 
昭和38年5月11日​制定 
昭和43年4月27日   一部改正 
昭和45年4月25日   一部改正 
昭和49年4月27日   一部改正 
昭和51年3月23日   一部改正 
昭和59年4月28日   一部改正 
昭和60年4月27日   一部改正 
昭和63年4月30日   一部改正 
平成 3年4月27日    一部改正 
平成11年4月17日   一部改正 
平成21年4月25日   一部改正 
平成30年2月17日   一部改正 
令和3年5月8日      一部改正 
令和4年5月7日      一部改正 
令和６年4月30日   一部改正 
令和７年4月30日​   一部改正 

 
 
 
 
 



平成29年6月1日制定 

個人情報取扱規程 
 

第１条（目的） 
本規程は、港区立港南中学校PTA（以下、「当会」という。）が、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）（以下、「法」
という。）並びにその関連政令、規則及びガイドラインに基づき、当会の取り扱う個人データの適正な取扱いを確保するために定め

るものである。 
 

第２条（定義） 
１　本規程において、「個人情報」とは、港区立港南中学校に在籍する生徒及びその保護者に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 
２　本規程において、「個人情報データベース」とは、個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報を容易に検索できる

ように体系的に構成したものをいう。 
３　本規程において、「個人データ」とは、個人情報データベースを構成する個人情報をいう。 
 

第３条（適正な取得）　 
当会は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。  
 

第４条（利用目的の特定等）　 
１　当会は、個人情報を取り扱うにあたり、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。  
２　当会は、法に定める場合を除き、前項により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなら

ない。 
３　当会は、保有する個人データの利用目的及びその取扱いに関する連絡窓口につき、入学時に手紙にて配布する。 
 

第５条（第三者提供の制限） 
当会は、法に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 
 

第６条（正確性の確保）　 
当会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなっ

たときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 
 

第７条（訂正等）　 
当会は、当該個人データにより識別特定される本人から、当会が保有する個人データの訂正、追加、削除又は利用停止に係る請

求を受けた場合には、その請求に従った処理を行う。 
 

第８条（漏えい等への対応）　 
当会は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の発生又は兆候を把握した場合、以下の対応を行う。 

1​ 影響範囲の特定 
2​ 影響を受ける可能性のある本人への連絡 
3​ 被害の拡大の防止 
4​ 事実関係の調査及び原因の究明 
5​ 再発防止策の検討及び実施 

 

第９条（個人データ管理責任者） 
１　当会は、会長が指名する本部役員をして、当会の個人データの管理に関する責任を担う者（以下、「個人データ管理責任者」と

いう。）とする。 
２　個人データ管理責任者は、個人情報データベースの利用、訂正、削除の状況について定期的に確認を行うほか、個人データを

保護するために必要な業務を行う。 
 

第１０条（個人データ取扱者）　 
１　当会は、個人データへの不正なアクセスを防止するため、個人データを取り扱うことのできる者（以下、「個人データ取扱者」を

いう。）を限定し、ユーザーアカウント制御機能により、個人データ取扱者を識別・認証する。 
２　個人データ取扱者は、個人データの保護に十分な注意を払ってその業務を行う。 



３　個人データ取扱者は、メールにより個人データの含まれるファイルを送信する場合には、当該ファイルへのパスワードを設定す

る。 
４　個人データ取扱者は、個人データが記録された電子媒体又は書類を持ち運ぶ場合、パスワードを設定する、封筒に封入し鞄に

入れて搬送する等、紛失・盗難を防ぐための安全な方策を講ずる。 
 

第１１条（研修）　 
個人データ管理責任者は、個人データ取扱者に本規程を遵守させるための研修を企画・運営し、個人データ取扱者は、その研修

を受けなければならない。 
 

附則 
本規程は、平成29年6月1日から施行する。 
 


